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蛍光ランプ（蛍光灯）の製造・輸出入禁止について 

 

日頃は、環境行政にご理解ご協力いただき深く感謝申し上げます。 

２０２３年「水銀に関する水俣条約 第５回締約国会議」において、一般照明用の

蛍光ランプ（蛍光灯）の製造と輸出入を、２０２７年末までに段階的に廃止すること

が決定されました。 

なお、廃止期限後においても在庫品の販売・購入、使用は禁止されていません。  

蛍光ランプ（蛍光灯）からＬＥＤ照明への 

計画的な交換をお願いいたします。 

 

 

 
【問い合わせ先】 

 鬼北町役場 環境保全課 環境衛生係 

 TEL 45-1115（内線 2441） 
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